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平成30年６月29日 

                             国立大学法人信州大学学長選考会議決定 

              学長の業務執行状況の評価方法について 

 学長選考会議は，新たな学長を選考するだけではなく，自らが選考した学長が，期待した業績を挙げて

いるかどうかについて，選考後も定期的に確認を行っていくことが求められていることから，平成28年度

及び平成29年度については，学長の業務執行状況の確認を行った。 

平成30年度については，国立大学法人信州大学学長選考会議規程第２条第３項の規定に基づき，学長の

在任期間が３年（任期中間点：平成30年10月１日）を経過した時点において，学長の業務執行状況の評

価を行うことになっている。 

そのため，残る任期における学長の業務執行状況の質の向上に資することを目的とし，学長の業務執行

状況の評価方法について，下記のとおり定める。 

                     記 

第１ 実施時期及び対象期間 

   実施時期：平成30年11月28日開催の学長選考会議時 

   対象期間：平成27年10月1日～平成30年９月30日 

第２ 実施方法 

   学長選考会議による学長の業務執行状況の評価の実施は，次の各号に掲げる方法により行う。 

(1)  評価資料による書面審査 

(2)  学長ヒアリング 

第３ 評価資料による書面審査 

   第２第１号に定める評価資料による書面審査は，次の各号に掲げる評価資料により行う。 

(1) 学長プレゼンテーション資料 

①平成28年11月29日学長選考会議分 

②平成29年11月24日学長選考会議分 

③平成30年11月28日学長選考会議分 

(2) 学長選考会議議事要録 

①平成28年11月29日学長選考会議分 

②平成29年11月24日学長選考会議分 

 (3) 国立大学法人評価委員会からの評価結果 

       ①平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

       ②平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

 (4) 学長選考時の「次期学長に求められる資質・能力」 

 (5) 学長選考時の「所信」 

 (6) その他学長選考会議が必要と認める資料 

第４ 学長ヒアリング 

第２第２号に定める学長ヒアリングは，第３第１号③の学長プレゼンテーション資料による学長の

プレゼンテーションのあと，第３の各号に掲げる評価資料に基づき，学長選考会議委員及び監事が，

学長と質疑応答を行う形で実施し，その内容は非公開とする。 
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第５ 審議及び決定 

   学長選考会議は，次の手順により学長の業務執行状況の評価について審議し決定する。 

    (1) 各委員は，第３の「評価資料による書面審査」及び第４の「学長ヒアリング」の結果に基づ

き，別紙様式１「国立大学法人信州大学学長選考会議 学長の業務執行状況評価結果」（以下

「評価結果」という。）の「１評価」欄には，次に掲げる【４段階の評価】を記載し，「２意

見等」の欄には，次に掲げる【評価項目】ごとの意見等を記載する。 

       【４段階の評価】 

        ・極めて順調である 

        ・順調である 

        ・おおむね順調である 

        ・改善の努力が必要である 

【評価項目】 

         １）リーダーシップ，２）教育，３）研究，４）国際交流，５）社会貢献， 

６）組織運営，７）その他（「女性の活躍」等） 

 (2) 学長選考会議は，評価結果による各委員の【４段階の評価】及び【評価項目】ごとの意見等

を集約する。 

 (3) 学長選考会議は，集約した各委員の【４段階の評価】及び【評価項目】ごとの意見等を総合

的に判断し，学長選考会議として，【４段階の評価】による学長の業務執行状況の評価を決定

する。 

 (4) 学長選考会議は，【４段階の評価】による学長の業務執行状況の評価を決定したあと，別紙

様式２「国立大学法人信州大学学長選考会議 学長の業務執行状況評価書」（以下「評価書」

という。）を作成する。評価書の「１評価」欄には，決定した【４段階の評価】による学長の

業務執行状況の評価を記載し，「２各委員からの主な意見等」の欄には，各委員からの【評価

項目】ごとの意見等を集約して記載する。 

第６ 学長の業務執行状況の評価の公表 

   学長選考会議は，学長の業務執行状況の評価について決定した場合は，速やかに議長から学長に評

価書の内容を伝えるとともに，評価書を本学ホームページで公表する。 

以 上 


